
　東久留米市内の公立小中学校において、副校長の負担軽減を図るため、副校長の業務の一部を執り行う会計年度任用職員登録者を募集します。
１　応募資格
学校管理職、教員、学校事務職員、行政又は一般企業にて事務職員の経験を有する方
※次に該当する方は、応募できません。（地方公務員法第１６条）
●　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
●　東久留米市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
●　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
２　主な業務内容

（１）服務管理
（２）調査対応
（３）外部対応（来客、電話）
（４）その他雑多な事務支援
　　※児童・生徒への直接的な支援・指導を行うことはできません。
３　任用期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
※任用開始日は、応募時期により変更となる場合があります。
※公募によらない再度の任用を行うことがあります。（要件あり）

４　勤務先
東久留米市内の公立小中学校
５　勤務条件等

（１）任用形態　　　会計年度任用職員（専門職）
（２）勤務時間　　　年間１９２日（月１６日程度）、１日５時間勤務
（３）休　　日　　　週１日以上学校長の指定する日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日から１月３日まで）
※学校行事に応じて土日出勤の場合あり

（４）報酬等
ア　報　　酬　　時給 １，６７８円（予定）
イ　通勤手当　　本市規定により支給します。（片道２km未満の場合は支給なし）
ウ　期末勤勉　　本市規定により支給します。
（５）時間外労働　　無
（６）保険の適用　　社会保険・雇用保険の加入なし
（７）公務災害等　　労働者災害補償保険法に定めるところにより補償します。
（８）服務
地方公務員法上の服務に関する規定（服務の宣誓、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止等）が適用されるとともに、違反した場合、懲戒処分等の対象になります。
６　提出書類
任用申込書
７　申込方法
直接または郵送で下記申し込み先に提出してください。
期限後も空き状況により随時募集しますが、４月２日以降の任用開始となる場合があります。
８　選考方法等
（１）選考方法
【１次選考】 書類選考（任用申込書）　※合格者は名簿に登載
【２次選考】 名簿登載者を対象に学校長面接を各学校にて実施
（２）選考結果発表
【１次選考】 電話もしくは郵送にて通知
【２次選考】 電話もしくは郵送にて通知
９　応募・問い合わせ先
東久留米市教育部指導室教職員係
　　〒203-8555 東久留米市本町３－３－１
　　電話:042-470-7781（直通）
10　その他
・副校長補佐は、市内小中学校において副校長が担う業務の補助を行う職です。副校長の行っている業務の一部を執り行うことで、副校長の職務軽減を図っていくことを目的とした事業となります。
・あらかじめご登録いただいた方の中から、選考を経て任用を決定します。
・登録期間を一定程度設け、年度当初のほか、各学校で副校長補佐が必要になった場合に、登録者の中から選考を実施し任用します。（登録は任用をお約束するものではありませんので、ご了承ください。）
・登録の有効期限は、登録した年の翌年の３月３１日までです。
　・ご提出いただく書類に記載されている個人情報は、選考関係のみに使用します。

・提出書類（任用申込書等）は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
・原則１か月は条件付採用となります。（ただし、１５日に満たない場合は、１５日に達するまで。）
・敷地内は禁煙です。
令和８年度東久留米市会計年度任用職員


副校長補佐　募集要項（登録制）
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